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役員に対する報酬の支給について



平成ユ
5
年
10
月ユ日



社団法人日本薬剤師会



平成
15
年度は、役員報酬規程
(
平成
14
年
10
月
25
日制定
)
第
3
条



及び第
4
条の規定に基づき、会長、副会長、専務理事並びに常務理事以外



の理事
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